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京都市上下水道局監理技術者補佐の専任配置による監理技術者の兼任に係る運用基準 

制定 令和３年９月１７日 

改正 令和７年３月１７日 

（目的） 

第１条 この基準は、監理技術者補佐（監理技術者の行うべき建設業法（以下「法」とい

う。）第２６条の４第１項に規定する職務について、法第２６条第３項第２号の規定によ

り補佐する者をいう。）を専任で置く場合における監理技術者に係る法第２６条第３項た

だし書きの規定の運用について必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（要件） 

第２条 法第２６条第３項第２号の規定の適用を受ける監理技術者は、次に掲げる要件を満

たす２つの工事を兼任することができる。 

⑴ 京都市内（京都市が京都市外で施工する工事については、当該市町村を含む。）で施

工するものであること。 

⑵ 通年維持工事等の社会機能の維持に不可欠な工事（２４時間体制での応急処理工や緊

急巡回等が必要な工事をいう。）でないこと。 

２ 前項の規定に関わらず、技術的難易度が高いため、兼任することが適当でないと認めら

れる工事については、監理技術者を専任で配置しなければならない。 

 

   附 則（令和３年９月１７日決定） 

 この基準は、令和３年１０月１日から施行する。 

附 則（令和７年３月１７日決定） 

この基準は、令和７年４月１日から施行する。 


